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本
法
律
案
は
、
物
価
高
へ
の
対
応
、
強
い
経
済
の
実
現
等
の
観
点
か
ら
、
国
税
に
関
し
、
所
要
の
改
正
を
一
体
と
し
て
行
う

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

一
、
物
価
上
昇
局
面
に
お
け
る
基
礎
控
除
等
の
対
応

　
　

二
年
ご
と
に
物
価
上
昇
に
連
動
し
て
所
得
税
の
基
礎
控
除
等
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
、
基
礎
控
除
に
つ
い
て
、
合
計
所

得
金
額
が
二
千
三
百
五
十
万
円
以
下
で
あ
る
個
人
の
控
除
額
を
四
万
円
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
給
与
所
得
控
除
に
つ
い

て
、
六
十
五
万
円
の
最
低
保
障
額
を
六
十
九
万
円
に
引
き
上
げ
る
。
あ
わ
せ
て
、
所
得
税
の
基
礎
控
除
の
特
例
に
つ
い
て
、

合
計
所
得
金
額
が
四
百
八
十
九
万
円
以
下
の
場
合
の
上
乗
せ
額
を
四
十
二
万
円
ま
で
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
給
与
所
得
控

除
の
最
低
保
障
額
を
五
万
円
上
乗
せ
す
る
特
例
を
創
設
す
る
。 

二
、
強
い
経
済
の
実
現
に
向
け
た
対
応 

　
　

高
い
生
産
性
の
確
保
に
特
に
資
す
る
設
備
に
対
し
て
即
時
償
却
又
は
七
％
若
し
く
は
四
％
の
税
額
控
除
が
で
き
る
税
制
措

置
を
創
設
す
る
。
ま
た
、
大
企
業
向
け
賃
上
げ
促
進
税
制
の
廃
止
、
研
究
開
発
税
制
に
つ
い
て
四
十
％
又
は
五
十
％
の
税
額



二

控
除
が
で
き
る
戦
略
技
術
領
域
型
の
創
設
、
一
定
の
既
存
住
宅
に
係
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
借
入
限
度
額
の
引
上
げ
等
、
租

税
特
別
措
置
の
見
直
し
を
行
う
。 

三
、
税
負
担
の
公
平
性
の
確
保 

　
　

極
め
て
高
い
水
準
の
所
得
に
対
す
る
負
担
の
適
正
化
措
置
に
つ
い
て
、
基
準
所
得
金
額
か
ら
の
控
除
額
を
一
億
六
千
五
百

万
円
に
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、
適
用
税
率
を
三
十
％
に
引
き
上
げ
る
。 

四
、
防
衛
力
強
化
に
係
る
財
源
確
保
の
た
め
の
税
制
措
置 

所
得
税
額
に
対
す
る
税
率
一
％
の
新
た
な
付
加
税
と
し
て
、
防
衛
特
別
所
得
税
を
創
設
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
復
興
特
別
所

 

得
税
の
税
率
を
一
％
引
き
下
げ
る
。

五
、
そ
の
他 

適
用
期
限
の
到
来
す
る
租
税
特
別
措
置
の
延
長
、
既
存
の
租
税
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
等
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。 

六
、
施
行
期
日 

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
令
和
八
年
度
の
租
税
減
収
見
込
額
は
、
約
五
千
七
百
六
十
億
円
で
あ
る
。 


